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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

一 （ 略 ） 一 （ 略 ） 
二 次 の イ か ら ホ ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ っ て 、 イ か ら ホ

ま で に 規 定 す る 研 修 を 修 了 し た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 を 初 年 度

と す る 同 年 度 以 降 の 五 年 度 ご と の 各 年 度 の 末 日 ま で に 、 相 談 支 援

従 事 者 現 任 研 修 （ 相 談 支 援 の 業 務 に 従 事 し て い る 者 の 資 質 向 上 を

目 的 と し て 相 談 支 援 従 事 者 現 任 研 修 受 講 対 象 者 （ 相 談 支 援 従 事 者

現 任 研 修 の 受 講 を 開 始 す る 日 前 五 年 間 に お い て 児 童 福 祉 法 第 六 条

の 二 の 二 第 六 項 に 規 定 す る 障 害 児 相 談 支 援 若 し く は 法 第 五 条 第 十

九 項 に 規 定 す る 相 談 支 援 の 業 務 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 業 務 （ 以 下

「 相 談 支 援 等 の 業 務 」 と い う 。 ） に 通 算 し て 二 年 以 上 従 事 し て い

た 者 又 は 相 談 支 援 従 事 者 現 任 研 修 を 修 了 し 、 当 該 研 修 を 修 了 し た

旨 の 証 明 書 の 交 付 を 受 け た 者 で あ っ て 現 に 相 談 支 援 等 の 業 務 に 従

事 し て い る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 対 し て 行 う 研 修 で あ っ て

、 別 表 第 一 に 定 め る 内 容 以 上 の も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 主

任 相 談 支 援 専 門 員 研 修 （ 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的

に 支 援 す る た め の 法 律 に 基 づ く 指 定 計 画 相 談 支 援 に 要 す る 費 用 の

額 の 算 定 に 関 す る 基 準 に 基 づ き こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大

臣 が 定 め る 者 （ 平 成 三 十 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 百 十 五 号 ） の 別 表 に

定 め る 内 容 以 上 の 研 修 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 修 了 し 、 こ れ ら の

研 修 を 修 了 し た 旨 の 証 明 書 の 交 付 を 受 け た も の （ 以 下 「 現 任 研 修

等 修 了 者 」 と い う 。 ） で あ る こ と 。 た だ し 、 イ か ら ホ ま で に 規 定

す る 研 修 を 修 了 し た 日 か ら 五 年 を 経 過 す る 日 の 属 す る 年 度 の 末 日

ま で の 間 は 、 イ か ら ホ ま で に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す る 者 で あ っ て 、

現 任 研 修 等 修 了 者 で な い も の を 現 任 研 修 等 修 了 者 と み な す 。 

二 次 の イ か ら ホ ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ っ て 、 イ か ら ホ

ま で に 規 定 す る 研 修 を 修 了 し た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 を 初 年 度

と す る 同 年 度 以 降 の 五 年 度 ご と の 各 年 度 の 末 日 ま で に 、 相 談 支 援

従 事 者 現 任 研 修 （ 相 談 支 援 の 業 務 に 従 事 し て い る 者 の 資 質 向 上 を

目 的 と し て 相 談 支 援 従 事 者 現 任 研 修 受 講 対 象 者 （ 相 談 支 援 従 事 者

現 任 研 修 の 受 講 を 開 始 す る 日 前 五 年 間 に お い て 児 童 福 祉 法 第 六 条

の 二 の 二 第 六 項 に 規 定 す る 障 害 児 相 談 支 援 若 し く は 法 第 五 条 第 十

八 項 に 規 定 す る 相 談 支 援 の 業 務 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 業 務 （ 以 下

「 相 談 支 援 等 の 業 務 」 と い う 。 ） に 通 算 し て 二 年 以 上 従 事 し て い

た 者 又 は 相 談 支 援 従 事 者 現 任 研 修 を 修 了 し 、 当 該 研 修 を 修 了 し た

旨 の 証 明 書 の 交 付 を 受 け た 者 で あ っ て 現 に 相 談 支 援 等 の 業 務 に 従

事 し て い る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 対 し て 行 う 研 修 で あ っ て

、 別 表 第 一 に 定 め る 内 容 以 上 の も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 主

任 相 談 支 援 専 門 員 研 修 （ 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的

に 支 援 す る た め の 法 律 に 基 づ く 指 定 計 画 相 談 支 援 に 要 す る 費 用 の

額 の 算 定 に 関 す る 基 準 に 基 づ き こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大

臣 が 定 め る 者 （ 平 成 三 十 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 百 十 五 号 ） の 別 表 に

定 め る 内 容 以 上 の 研 修 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 修 了 し 、 こ れ ら の

研 修 を 修 了 し た 旨 の 証 明 書 の 交 付 を 受 け た も の （ 以 下 「 現 任 研 修

等 修 了 者 」 と い う 。 ） で あ る こ と 。 た だ し 、 イ か ら ホ ま で に 規 定

す る 研 修 を 修 了 し た 日 か ら 五 年 を 経 過 す る 日 の 属 す る 年 度 の 末 日

ま で の 間 は 、 イ か ら ホ ま で に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す る 者 で あ っ て 、

現 任 研 修 等 修 了 者 で な い も の を 現 任 研 修 等 修 了 者 と み な す 。 

イ ～ ホ （ 略 ） イ ～ ホ （ 略 ） 

三 ・ 四 （ 略 ） 三 ・ 四 （ 略 ） 

  


